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２１世紀の日本のかたち（８３）  
 

 

－戦後７０年と国土計画（３）－  

 

 

 

戸沼幸市  

＜ (一財)日本開発構想研究所 代表理事＞

 

４．首都機能移転論の推移 

首都機能移転問題を一つの柱とした「首都

改造計画」（昭和60年1月）の発表を受けて、

第四次全国総合開発計画（昭和62年6月）で

は「遷都問題については政治・行政機能と経

済機能の相互関係の在り方を含め、国民的規

模での議論を踏まえ、引き続き検討する」と

記述されました。 

これに対応して、国土庁長官の主催する「首

都移転問題に関する懇談会（座長：八十島義

之助帝京技術科学大学学長（当時））」が平成

2年1月に設置され、平成4年6月にとりま

とめがなされ、併行して、内閣総理大臣の求

めによって「首都機能移転問題を考える有識

者会議（座長：平岩外四（経団連会長（当時））」

が設置（平成2年12月～平成4年7月）され

ました。 

これらの「懇談会」や「有識者会議」の設

置と前後して、国会において「国会等の移転

に関する決議」（平成2年11月）、「国会等の

移転に関する特別委員会」が衆参両議院に設

置（平成3年8月）がされております。首都

機能移転は、行政（国土庁）による国土計画

のテーマであると同時に、わが国の国会の取

り上げる政治的課題になったのです。 

「国会等の移転に関する法律」が平成4年

12月に施行され、これに対応して内閣総理大

臣の要請によって「国会等移転調査会（会長：

宇野収（関西経済連合会相談役（当時））、基

本部会長：八十島義之助（帝京平成大学学長

（当時））、新都市部会長：下河辺淳（東京海

上研究所理事長（当時））」が平成5年4月に

設置され、移転の意義・効果、新首都のイメ

ージ、移転先地の選定基準・選定方法などに

ついて検討の上、平成7年12月に調査会報告

がなされました。 

そして「国会等移転審議会 平成8年12月

～平成11年12月、会長：森亘（東京大学名

誉教授）（平成10年6月～）前会長：平岩外

四（東京電力（株）相談役）」が内閣総理大臣

の諮問を受けて設置され、移転先地の選定を

行っております。 

(表１ 参照) 

 

４−１．首都機能移転に関する懇談会とりまと

め 

国土庁主催の懇談会は、「国会等の移転決

議」を受けて、首都機能移転を前提とし、国

民的規模での議論に資するために設けられた

ものでした。 

懇談会は委員30名、期間：平成2年1月〜

平成4年6月、13回の会合を持ち検討が重ね
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られました。また、懇談会とは別に、委員の

中からピックアップされた「小グループ」※1

が設置され、この小グループには私も参加の

機会が与えられました。 

 

※1 小グループ 

天野光三（大阪産業大学工学部教授） 

石原舜介（明海大学教授） 

堺屋太一（作家） 

（総括）下河辺淳（東京海上研究所理事長） 

高橋潤二郎（慶応大学経済学部教授） 

戸沼幸市（早稲田大学理工学部教授） 

的場順三（中小企業金融公庫副総裁） 

 

とりまとめの大筋は次のようなものです。 

（1）首都機能移転の必要性と目的 

東京一極集中の是正、21世紀にふさわ

しい国土構造の実現、情報の公平性の確

保、東京の地震などによる大規模災害時

のリスク最小化など。 

（2）首都機能移転の方法 

・政治･行政機能と、経済機能の分離、国

会と行政中枢機能の接近性の確保 

・移転規模：首都機能従業者数5万4千人、

全体の人口最大で60万人、面積9千ha、

費用14兆円と試算。 

・新首都の開発方式：国会及び国会関連部

門から始め、移転中央省庁については、

地方分権、規制緩和の進展に見合った段

階的クラスター型開発方式。 

・移転先地に求められる条件：地震・火山

による災害の危険の少ない地域、新首都

建設が容易である地形、水の安定供給、

多極分散型国土の形成に資すること、交

通の利便性、土地取得の容易性。 

懇談会とりまとめでは、以上、首都移転の

具体的方法の他、新しい首都像、東京の将来

像についても言及しています。 

また、首都機能移転をめぐる国民意識の動

向について、40代を中心とした東京圏在住者

を対象に、国土庁は意識調査を平成4年3月

に行い、首都機能移転賛成に7割以上が賛成

であるとの回答を得ております。 

下河辺淳氏を総括者とする懇談会小グルー

プの論争も面白いものでした。堺屋太一氏の

関西をにらんだ新都構想、天野光三氏の東京−

大阪リニア新幹線開設を想定した東海道拡都

構想、私のイメージする人心一新効果の高い

東北遷都論など首都機能移転について、率直

に議論しあったことが思い出されます。 

この間、下河辺総括の重都論など現実的ア

プローチ、移転の手順やプログラムなど、行

政の実務家としての議論の組み立てにはアイ

デア先行型の私には教えられることが多々あ

りました。 

首都移転形式の東京の代替機能の確保とし

ての「重都」は東京直下型地震が切迫してい

る現在、是非とも必要なことでしょう。 

私自身、東北は仙台に接近または埋込み型

として「宮城モデル」を重都的に首都機能移

転の形式の一つとして考えたことがあります。 

懇談会小グループのメンバーであったこと

もあってか、この時期、平成3年10月2日、

第121回国会衆議院国会等移転に関する特別

委員会（金丸信委員長）に参考人として呼ば

れ、自説、21世紀の日本・早大グループの東

北遷都論を開陳した記録が残っています。 

私の参加した首都機能移転論議において、

天皇・皇居については議論の枠組みの外に置

かれ、天皇家の知的文化的集積は世界レベル
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にあるといったどなたかの意見が心に残って

おります。 

 

参考 首都機能移転形式 

形   式 具体的提案例 

1．首都機能の一括移転形式 

（東京大都市圏外） 

（注：東京大都市圏＝1 都 3 県

及び茨城県南部） 

遷都 

新都 

2．首都機能の分割移転形式 

1）東京大都市圏外への移転 

分都 

拡都 

2）東京大都市圏内への移転 展都 

3．その他の形式 

1）東京改造による問題解決 

改都 

2）東京の都市活動のピーク時対応 休都 

3）東京の代替機能の確保 重都 

4）ソフト面での首都機能移転 行政権限の委

譲、道州制等地

方自治制度の

改革 

重都 新しい国土構造の展開と巨大都市東京の安全

性の向上を図るため、これまでの首都機能に関

する諸構想を発展させ、東京の補完・代替機能

の確保をはじめとした新しい国土政策上の対

応（新しい首都プログラム）の一環として東京

と重複して代替機能を持つ都市（重都）の建設

が必要である。 

  このため、東京 300km 圏内５大基幹都市（名

古屋、金沢、富山、新潟、仙台）のうち、危機

発生時に東京との連絡ルートを最も確保しやす

い仙台を重都（第二首都）として整備する。（出

典）『国土審議会計画部会 大都市問題ワーキン

ググループ報告』（下河辺淳（座長）、1987年） 

拡都 東京・大阪間の超高速リニア・モーターカーの

沿線に３つの「特別区」を建設し、そこに政府

機関等を展開させれば、現在の霞が関・丸の内

地区の面積を一挙に２～３倍にする事ができ

る。これを「拡都構想」と呼ぶ。（出典）『21世

紀を拓く新国土改造論』（天野光三、PHP研究所、

1988年） 

新都 我が国が直面する最大の問題～東京一極集中

～の解決に最も効果的かつ現実的方策は、政治

行政機能の体系的移転を受け入れる新しい都

市「新都」の建設である。新都の建設が、日本

の政治形態と行政機能の規模や権限の全面見

直しなど、大胆な改革と斬新な発展を開く契機

となる。 

  新都の位置は東京から150km、大阪から100km

以上離れた日本列島の中央部が好ましい。（出

典）『これしかない日本の未来 新都建設』（堺

屋太一、文藝春秋、1991年） 

 

４−２．首都機能移転問題を考える有識者会議 

首都機能移転問題を考える有識者会議は、

第119回国会における「国会等の移転に関す

る決議」を受け、国民的合意の醸成を図るた

めに内閣総理大臣によって指名された平山外

四座長以下６名の著名人をメンバーとして設

置されたものでした。 

有識者会議では首都移転と日本の歴史を俯

瞰しつつ、大局的見地に立った見解が述べら

れております。 

首都機能移転の理念・考え方として 

・東京一極集中の是正、望ましい国土構

造の実現 

・地震等の災害に対する脆弱性の克服 

・政治・行政改革の契機 

・21世紀における人心一新 

新都像のイメージとして、新しい文化が自

ずから創造される快適な都市であること、移

転の対象として、立法府、司法府、及び行政

府のうち中枢的な機能、そして東京の将来像

などが簡明に述べられています。 

また、首都移転の方法等については、「首都

機能移転に関する懇談会」のとりまとめに沿

って、具体的検討を進めることが適当として

います。 

以下は有識者会議のまとめです。 
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首都機能の移転は、21 世紀の我が国の政治、

経済及び文化のあり方に大きな影響を及ぼす

「国家百年の大計」である。 

このため、今後の具体的な検討に当たっては、

総合的、専門的かつ継続的な検討の場を設定し、

その進捗の状況に応じて各界の意見を聴取する

機会を設ける等幅広い議論の喚起に努め、国民

的合意を形成しつつ進めることが重要である。 

当会議としては、首都機能の移転を21世紀の

新しい時代を創造する重要な契機となるものと

考え、新しい世紀を数年後に控えた今日、国会

において検討されている国会等の移転の問題に

関する法律が速やかに制定されるとともに、政

府においても、国会審議の動向を踏まえて、機

を逸することなく検討を進めることを強く期待

する。 

首都機能移転問題を考える有識者会議 

座長 平岩外四  

 金丸 信  

 司馬遼太郎 

 福井謙一  

森  亘  

 山岸 章  

 

参考１ 国会等の移転に関する決議 

平成2年11月7日 

衆・参両院において決議 

わが国は、明治以来近代化をなしとげ、第二

次世界大戦後の荒廃から立ち上がり、今日の繁

栄を築きあげてきた。今後の課題は、国民がひ

としく豊かさを実感する社会を実現し、世界の

人々との友好親善を深め、国際社会に貢献して

いくことである。 

わが国の現状は、政治、経済、文化等の中枢

機能が首都東京へ集中した結果、人口の過密、

地価の異常な高騰、良好な生活環境の欠如、災

害時における都市機能の麻痺等を生ぜしめると

ともに、地域経済の停滞や過疎地域を拡大させ

るなど、さまざまな問題を発生させている。 

これら国土全般にわたって生じた歪を是正す

るための基本的対応策として一極集中を排除し、

さらに、二十一世紀にふさわしい政治・行政機

能を確立するため、国会及び政府機能の移転を

行うべきである。 

政府においては、右の趣旨を体し、その実現

に努力すべきである。 

右決議する。 

 

参考２ 「国会等の移転に関する法律」の骨子 

1．前文 

政治、経済、文化等の中枢機能が東京圏に過

度に集中したことにより、人口の過密、地価の

高騰、生活環境の悪化、大規模災害時における

危険の増大等の問題が深刻化する一方で、地方

における過疎、経済的停滞、文化の画一化等の

問題が生じるに至っている。 

このような状況にかんがみ、一極集中を排除

し、多極分散型国土の形成に資するとともに、

地震等の大規模災害に対する脆弱性を克服する

ため、世界都市としての東京都の整備に配慮し

つつ、国会等の東京圏外への移転の具体化につ

いて積極的に検討を進めることは極めて重要な

ことであり、ここに、そのための法律を制定す

る。 

2．第１章 総則（第１条・第２条） 

国は、国会並びに行政及び司法に関する機能

のうち中枢的なもの（以下、「国会等」という。）

の東京圏以外の地域への移転（以下、「国会等の

移転」という。）の具体化に向けて積極的な検討

を行う責務を有する。 

3．第２章 検討指針（第３条～第11条） 

国は、国会等の移転についての検討を行うに

当たっては、広く国民の意見を聴きその合意形

成を図ること、地方への権限の委譲、国による
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規制の合理化等行財政の改革と的確に関連付け

ること等により行うものとする。 

4．第３章 国会等移転調査会（第12条～第19条） 

移転の対象の範囲、移転先の選定基準、移転

の時期の目標、移転先の新都市の整備に関する

基本的事項、移転に伴う東京都の整備に関する

基本的事項等について調査審議するための機関

として、総理府に国会等移転調査会を設置する

こととし、その組織・運営等について必要な規

定を定める。 

 

４−３．国会等移転調査会報告 

国会等移転調査会は国政に関する機能のう

ち三権の中枢的なものを東京以外の地域に移

転させることの具体化に向けて積極的に検討

を行うことを任務として平成５年に内閣総理

大臣の要請により設置されました。 

調査会委員（会長：宇野収）の構成は、国

会議員（衆・参）26 名、学識者など 18 名、

他に専門委員14名。 

調査会には基本部会（部会長：八十島義之

助）、新都市部会（部会長：下河辺淳）が設け

られ、平成5年から平成7年の検討結果が平

成7年12月に報告がなされております。 

この報告には首都機能移転問題に関する懇

談会での成果が大筋取り込まれておりました

が、国民的合意を得るために、分厚い検討が

重ねられた成果が感じられます。また、新都

市部会により、新首都のイメージ、移転候補

の条件、場所について踏み込んだ調査結果が

報告されました。 

首都移転の背景・意義・効果として、東京

一極集中と国土利用のアンバランス、首都東

京の過密、地震災害に対する弱さ、大きな時

代変換期において新しい日本は新しい革袋に

（第1章）、移転対象となる具体的首都機能と

して、国の中枢機能の役割やあり方が見直さ

れ、改革されていく過程の中での首都機能を

想定、具体的首都機能として、国会機能、行

政機能、司法機能（第2章）、新首都の形態、

人口：最大60万人、面積9,000ha、形態：国

会と中央官庁が集中立地する「中心都市」の

回りに小都市群をクラスター状に配置（第 3

章）、首都機能移転は段階的に進めることとし、

第1段階のイメージでは、国会・中央省庁の

一部機能、期間：建設開始から約10年、人口

約10万人、面積2,000ha程度、情報通信機能・

交通施設の整備・確保など（第4章）。新首都

はどこへについては、次の9項目をあげてい

ます。 

・日本列島上の位置として移転先他への各

地からのアクセスに大きな不均衡が生じ

ない場所 

・東京からの距離、60kmから300km程度 

・国際的な空港を有する場所 

・土地取得の容易性 

・危機管理−地震等に対する安全性 

・自然災害に対する安全性 

・地形などの良好性 

・水供給の安定性 

・既存大都市から十分な距離の確保 

（第5章） 

いつ移転するかについては、早期移転が望

ましいとして、2000年までに新首都の建設開

始、2010年を目途に新首都で国会開設を想定

（第6章）。 

調査会報告は移転先地は国会が法律により

決定されることとし、幅広い見識を持ち、専

門的、中立的立場からの移転先候補地の選定

を行い、国会へ報告する機関の必要を述べて
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おります。このための機関として平成8年12

月に、国会等移転審議会が設置されました。 

 

４−４．国会等移転審議会の答申による立地選

定    平成11（1999）年12月20日 

国会等移転審議会は平成4年12月、「国会

等の移転に関する法律」に基づいて設置され

「国会等の移転先の候補地の選定及びこれに

関連する事項」について内閣総理大臣より諮

問されたものです。 

審議会では、平成8年12月～平成11年12

月の間、有識者、多方面の専門家を集め、審

議回数31回を重ねて、「我が国では、歴史的

転換期において、国政改革と併せて政治の中

心を移転し、人心を一新して、新しい時代に

対処してきた。内外の諸情勢を鑑みる時、我

が国は、今、正に歴史的転換を図るべき時期

にある」とまず答申しております。 

新首都の移転先については、移転の意義、

効果についての検討を行いつつ、多方面な専

門家を集めて、16の評価項目を定めて検討を

重ねて移転先を選定しております。 

調査対象地域として「北東地域」「東海地域」

及び「三重・畿央地域」に16対象地域を設定

し、16の評価項目により調査を行い、委員に

よる現地調査、及び全国9ヶ所で公聴会を実

施しております。16の評価項目は、以下のと

おりです。 

・国土構造形成の方向（国土構造改編の方向、

東京の過密の緩和（企業立地の観点から）） 

・文化形成の方向 

・新しい情報ネットワークへの対応容易性（ネ

ットジェネレーションの観点から） 

・大規模災害時の新都市と主要都市間の情

報・交通の確保 

・外国とのアクセス容易性 

・東京とのアクセス容易性 

・全国からのアクセス容易性 

・景観の魅力 

・移転先候補地の地震災害に対する安全性 

・移転先候補地の火山災害に対する安全性 

・土地の円滑な取得の可能性 

・地形の良好性 

・水害・土砂災害に対する安全性 

・水供給の安定性 

・既存都市との関係の適切性（市街地連担の

回避の可能性及び母都市との連携の容易

性） 

・環境との共生（自然環境との共生の可能性

（保全・形成の観点から）、環境負荷の低減

の可能性 

 

選定の結果 

審議会による審議結果は、「栃木・福島地域

又は岐阜・愛知地域が移転先となるべきもの

として選定する。茨城地域は、自然災害に対

する安全性に優れる等の特徴を有しており、

栃木・福島地域と連携し、これを支援、補完

する役割を果たすことが期待される。三重・

畿央地域は、他の地域にはない特徴を有して

おり、将来新たな高速交通網等が整備される

ことになれば、移転先候補地になる可能性が

ある。 

なお、移転先では、初期段階からその地域

だけで首都機能の運営に十全を期することは

容易ではなく、東京あるいは仙台、名古屋、

京都、大阪等の大都市との広域的な連携はも

ちろん、同じ調査対象地域内の他の地域との

連携が必要である。」と答申しております。 
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栃木・福島地域 

新都市は、北東地域の主軸である東北軸上

にあり、東京及び仙台との連携が容易で、宇

都宮、郡山等による生活と業務の両面での支

援や連携も期待できる。また、日本海側との

連携も可能である。常磐軸上にある茨城地域

と円滑な連携を図ることにより、この地域は

更に輝きを増すことになるであろう。多面的、

多角的な検討の結果によっても、栃木・福島

地域の優位は動かない。 

東北軸上にある宮城地域は、仙台とともに

新都市に対する支援と連携の拠点となること

が期待される。 

岐阜・愛知地域 

新都市は、東京及び名古屋との連携が容易

な中京圏にあり、首都機能を支援する機能は、

東名軸に加えて、中部国際空港と連絡する軸

上への形成が想定される。東海北陸自動車道

により、日本海側との連携も飛躍的に強化さ

れることになろう。多面的、多角的な検討の

結果によっても、岐阜・愛知地域の優位は動

かない。 

また、中部国際空港が開港し、将来新たな

高速交通網がこの地域を通過することとなれ

ば、一層、東京、大阪等と短時間で連絡する

ことが可能になり、新都市及び名古屋は、国

際面を含め、大幅に飛躍することが期待され

る。 

(図1 図2 参照) 

国会等移転審議会による新首都の場所選定

については、議論の仕方、推移とともに、私

自身おおいに関心を持って見守っておりまし

た。 

 北東地域（北東軸）か、中央地域（中央軸）

か。結果として、やや両論併記のかたちをと

りましたが、私など「早稲田大学21世紀の日

本研究会」の考え方、提案の、北東地域（北

東軸）に新首都、北上
ほくじょう

説に近いものになっ

たと納得したことでした。 

 

４－５．遷都論は失速したままか 

20世紀末、千年世紀の入口においてなされ

た、21世紀の日本の国家、国土像の焦点であ

る首都の在り方、遷都−首都機能移転論は 21

世紀に入ってやや失速したかにみえます。 

1995年1月の阪神・淡路大震災、2011年3

月11日の原発事故を含む東日本大震災と、日

本は立て続けに大災害、大惨事に見舞われま

した。この3月11日で４年を経過した東日本

大震災の復旧、復興も道半ばです。 

加えて、21世紀の日本は急速な高齢化、人

口減少局面に入り、国家の有り様もこの面か

ら再検討を迫られております。 

地方の衰退を横目に、人・モノ・情報の東

京一極集中は衰えてはおりません。一方、首

都直下型地震の切迫性は決して消えてはいな

いのです。 

首都機能移転のうち、地方創生に関連して、

少なくとも政府機能の一部移転、展都、分都、

東京災害時に備える重都などは切れ目なく行

うべしと考えます。 

戦後 70 年、21 世紀の日本世界の動向とも

連動し、現在、間違いなく大変曲面にあり、

国としても一息入れて、国会等移転、遷都問

題を見つめ直すべしと考えます。 

（続く） 

 

 

(2015.03/25) 
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表1 国会等移転（首都機能移転）に関する検討フロー 

 

出典：国会等移転の審議に関する資料の体系化及び分析業務報告書 平成21年3月 国土交通省国土計画局 
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図1 国会移転等審議会による遷都候補地選定 

 

図2 日本の遷都史と国会移転等審議会による新首都候補地 

 

注：「遷都論・首都移転」戸沼幸市 建築雑誌（平成2年3月）に審議会案を加筆 


